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【手続補正書】
【提出日】平成23年1月7日(2011.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の契機に基づいて態様を変化させる可変部と、
前記可変部の少なくとも一部を遮蔽する遮蔽位置と当該遮蔽位置から退避した退避位置と
に移動可能な遮蔽部材と、
　前記遮蔽部材を駆動する駆動手段と、
　を備える遊技機であって、
前記遮蔽部材は、前記退避位置から前記遮蔽位置へ移動する場合における先端面が、前記
退避位置において前記移動方向よりも正面方向に近い方向を向いて露出されるようにした
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技球が流下可能な遊技領域と、
　該遊技領域に設けられ遊技球が入球可能な入球口と、
　該入球口へ入球した遊技球を検出する検出手段と、
　該検出手段による検出に基づいて抽選を行う抽選手段と、
該抽選手段による抽選の結果に基づいて表示演出を選択する選択手段と、
　該選択手段によって選択された前記表示演出を制御する表示制御手段と、
　該表示制御手段によって前記表示演出が制御される前記可変部としての可変表示部とを
備え、
　前記遮蔽部材は、
前記先端面と、前記遮蔽位置において前記可変部の前方に位置する遮蔽面とが光透過性を
有し、
前記前記先端面を当該面に対する背後から照射する第１発光手段と、
前記遮蔽面を当該面に対する背後から照射する第２発光手段とを備えている
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記遮蔽部材は、前記遮蔽位置にある場合よりも前記退避位置にある場合の方が正面視
における上下幅が小さくなるように、非直線状の軌道に沿って移動可能とされている
ことを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
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　前記遮蔽部材として、前記退避位置から前記遮蔽位置への移動によって各先端面を互い
に接近させる２個の遮蔽部材を備え、
　前記２個の遮蔽部材は、
前記遮蔽位置から前記退避位置へ移動する場合に次第に平行方向に近づくように可動領域
が設けられ、
前記先端面が位置する側よりも末端面が位置する側のほうが厚みが薄くされていることを
特徴とする請求項３に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記遮蔽部材として、前記退避位置から前記遮蔽位置への移動によって各先端面を互い
に接近させる２個の遮蔽部材を備え、
　前記２個の遮蔽部材は、前記遮蔽位置から前記退避位置へ移動する場合に次第に平行方
向に近づくように可動領域が設けられ、
　前記２個の遮蔽部材にはそれぞれ演出用電気部品が設けられ、
各演出用電気部品は、所定の前記退避位置にある前記２個の遮蔽部材の内側に配設される
所定の制御基板に対してそれぞれ別個に配線接続されている
ことを特徴とする請求項３に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記２個の遮蔽部材が有する各先端面は、各遮蔽部材がそれぞれ前記遮蔽位置にある場
合に対向し、各遮蔽部材がそれぞれ前記退避位置にある場合には、異なる角度をもって前
方に傾斜した方向を向く
ことを特徴とする請求項４又は請求項５に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記可変表示部は、前記抽選手段による抽選結果に基づいて図柄の変動表示が行われる
ものであり、
前記遮蔽部材の一部に、前記可変表示部を視認可能とする窓部が設けられ、
前記遮蔽部材が前記遮蔽位置にあるとき、前記図柄の変動表示を縮小して行い、前記窓部
から視認可能とする
ことを特徴とする請求項２から請求項６のいずれかに記載の遊技機。


	header
	written-amendment

